
師
と
し
て
自
任
し
得
る
か
を
考
へ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

更
に
そ
れ
に
遜
む
ぺ
き
最
も
近
く
は
唱
題
三
業
受
持
の
岡
家
一
舵
舎
へ
の

具
体
化
で
あ
る
。
本
化
行
法
の
枇
舎
へ
の
具
体
化
そ
れ
ζ

そ
本
門
戒
壇
建

日
蓮
聖
人
御
系
譜
の

。

研

究

の

動

機

宗
祖
御
書
中
に
は
俗
姓
に
関
し
て
は
殆
ん

r仰
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
「
海

人
の
子
」
と
か
「
賎
民
の
子
」
と
か
仰
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
。
宗

祖
自
ら
は
方
一
程
家
系
に
針
し
て
関
心
を
持
ワ
て
目
的
ら
れ
な
か
づ
た
様
で
あ

る
。
然
し
日
蓮
聖
人
の
流
を
汲
む
否
人
が
其
の
純
先
は
何
か
、
叉
如
何
な

る
人
の
子
孫
で
あ
っ
た
か
を
明
に
す
る
事
は
、
大
上
人
の
御
事
践
を
研
究

し
其
の
数
墜
を
併
究
す
る
と
同
様
に
首
一
大
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
と
思

ふ
ω

大
型
人
が
如
何
に
本
化
の
上
首
上
行
存
薩
の
御
再
誕
に
せ
よ
、
御
爾

親
な
く
し
て
は
此
の
世
に
御
出
世
遊
ば
さ
れ
な
か
っ
た
。
而
し
て
御
爾
親

も
父
其
の
御
先
胞
な
〈
し
て
は
有
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
大
事
人
の
御
先

剥
が
直
接
其
の
数
皐
に
関
係
し
な
い
に
し
ろ
、
大
型
人
の
家
系
を
研
究
す

る
事
は
、
吾
人
の
奥
へ
ら
れ
た
る
蛍
然
な
す
べ
き
任
務
で
あ
る
。
然
る
に

日
蓮
上
人
御
系
譜
の
研
究

立
必
然
の
前
提
で
あ
り
宗
臓
の
法
禁
解
的
民
生
命
は
此
の
一
点
に
あ
っ
た

と
信
じ
て
疑
は
な
い
。

研
究

鈴

木

智

好

宗
組
滅
後
六
百
五
十
有
品
開
年
を
国
際
た
る
今
日
此
の
重
大
事
が
等
閑
に
付
さ

れ
今
日
迄
何
等
具
体
的
研
究
の
行
は
れ
な
か
ワ
た
事
貨
は
余
り
に
も
宗
肌

の
本
地
て
ふ
思
想
に
と
ら
は
れ
た
る
結
果
で
は
な
か
ら
う
か
。

滅
後
二
百
年
前
後
「
長
時
寛
疋
詑
」
「
化
導
記
」
「
註
畜
讃
」
辱
に
よ
り

て
宇
L
俗
姓
に
闘
す
る
研
究
の
有
っ
た
事
は
有
っ
た
が
、
古
来
の
宗
門
人

は
、
是
等
を
以
て
大
法
弘
通
の
政
策
的
意
同
に
出
で
た
る
も
の
と
し
て
、

其
の
俗
姓
を
高
め
、
貴
問
削
紳
門
に
縁
を
求
め
て
、
九
重
の
雲
上
に
大
法
を

淫
せ
ん
と
す
る
よ
ず
が
な
り
と
一
百
ひ
て
、
か
、
お
る
文
献
L
Z

等
閑
に
付
し
、

叉
何
等
穣
成
な
き
も
の
と
下
し
た
の
で
あ
る
。

以
下
側
を
忍
ふ
て
目
定
等
信
ず
べ
き
文
献
を
出
し
て
大
型
人
の
御
先
瓶
は

果
し
て
何
氏
な
る
や
を
確
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
の
御
侍
詑
を
持
議
L
、
叉
其
の
御
先
制
刷
を
諒
ぬ
る
人
の
誰
し

も
一
様
に
心
付
〈
如
〈
、
其
の
御
先
制
帆
に
閲
し
て
は
会
〈
舎
か
れ
て
ゐ
な

五



日
蓮
上
人
御
系
識
の
研
究

ぃ
。
加
刑
キ
語
ら
れ
て
ゐ
て
も
何
等
研
究
の
材
料
と
な
る
捺
な
文
献
は
一
つ

も
な
い
。
古
来
大
型
人
御
先
砲
に
封
ず
る
訟
に
二
様
が
る
る
。
一
訟
に
「
日

蓮
華
人
註
宙
論
」
「
帯
同
家
宗
旨
名
目
」
俸
は
聖
武
天
皇
の
末
諸
問
三
岡
氏
で

あ
る
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
三
岡
氏
は
普
遜
聖
武
天
皇
の
流
務
で
な
〈

鱗
体
天
皇
の
末
孫
だ
と
い
ふ
事
に
な
っ
て
ゐ
る
。
尤
も
源
氏
に
も
平
家
に

も
種
キ
の
減
が
る
る
様
に
聖
武
流
の
三
闘
氏
が
一
概
に
無
い
と
は
断
言
問

な
い
。
又
一
一
誌
に
は
大
事
人
の
御
先
祖
は
藤
原
氏
で
鎌
足
公
よ

P
十
二
代

備
中
守
共
費
が
一
線
帝
の
豆
暦
元
年
京
都
か
ら
初
め
て
下
向
し
て
遠
州
の

図
司
と
し
て
、
遠
江
村
櫛
に
位
し
た
。
共
委
公
に
子
が
な
か
っ
た
の
で
井

伊
谷
の
八
勝
官
に
新
ワ
て
子
を
求
め
た
。
寛
弘
七
年
庚
成
正
月
一
元
旦
に
八

幡
宮
に
新
誓
を
援
し
紳
井
の
中
か
ら
小
児
の
泣
接
・
が
し
た
の
で
其
の
子
を

拾
っ
て
養
子
と
し
共
保
と
名
け
た
。
其
の
井
戸
の
傍
に
橘
の
木
が
あ
づ
た

か
ら
共
保
以
来
井
桁
に
桶
を
家
紋
と
し
て
井
伊
家
と
稽
し
た
。
と
即
ち
藤

胴
体
氏
を
以
て
其
の
先
瓶
と
す
る
爾
設
が
る
る
。
一
三
岡
氏
の
根
採
と
な
る
べ

き
文
献
は
「
宗
旨
名
目
」
「
設
費
讃
」
「
幽
字
停
」
等
で
、
藤
原
氏
の
根
擦

と
な
る
べ
き
文
献
は
「
長
旅
寛
正
飽
」
「
建
組
家
誇
」
「
蓮
公
行
欺
」
「
小

湊
系
困
」
「
貫
名
山
系
闘
」
「
高
組
組
陣
」
「
別
頭
統
認
」
「
高
和
年
譜
」
「
良
質

惇
」
「
井
伊
氏
系
悶
」
等
で
あ
る
。
然
ら
ば
何
故
に
か
L

る
爾
設
が
生
じ

た
か
と
言
ふ
に
、
玉
津
境
持
院
日
調
上
人
は
「
貫
名
氏
は
一
二
関
氏
で
る
ワ

た
が
井
伊
藤
直
の
三
男
政
直
が
遠
州
の
貫
名
氏
を
緩
い
だ
か
ら
藤
原
氏
と

な
っ
た
」
と
言
ワ
て
ゐ
る
が
是
は
何
俸
の
根
擦
も
な
い
。
浅
井
要
麟
附
は
、

「
長
藤
寛
正
か
ら
文
明
時
代
へ
か
貯
て
相
前
後
し
て
現
れ
た
聖
人
の
雄
氏

系
譜
に
闘
す
る
根
本
史
料
の
聞
に
は
一
貫
し
た
定
説
が
な
い
。
却
場
町
「
帝
京

二
五
二

関
御
書
」
系
統
で
は
、
其
の
先
祖
を
三
閥
氏
・
と
す
る
に
針
し
「
長
線
宮
崎

正
記
」
系
統
で
は
藤
原
氏
と
な
ワ
て
ゐ
る
。
そ
の
三
岡
氏
の
瓶
先
は
謹

武
天
皇
で
は
な
〈
、
普
遁
に
は
線
体
天
皇
で
あ
る
。
「
系
闘
御
書
」
は
ζ

誌
に
も
一
つ
の
破
綻
が
あ
る
・
ま
た
共
良
・
と
髄
大
医
と
の
阿
具
、
政
白

と
重
賓
と
の
蓮
絡
等
解
き
隷
き
誌
で
あ
る
。
其
の
他
間
流
の
咽
目
的
に
し

て
も
一
一
は
所
領
の
争
と
い
ひ
、
他
は
平
家
に
奥
向
し
た
結
果
止
も
い
ふ
」

云
云
と
、
即
ち
爾
様
の
設
が
あ
る
是
れ
は
後
に
詳
し
〈
述
べ
る
事
に
す

る
。
今
昔
一
回
ふ
三
闘
氏
と
は
藤
原
氏
よ

P
出
た
る
三
岡
氏
に
し
て
、
三
岡
氏

百
三
日
ふ
も
藤
原
氏
と
雪
ふ
も
共
に
宗
釈
の
御
先
純
で
あ
る
事
は
間
違
ひ
な

L
V
 

鎌
足
公
よ

P
十
二
代
共
炎
公
が
初
め
て
共
保
公
に
劃
し
て
、
井
桁
に
橘
の

家
紋
を
奥
へ
、
共
保
公
よ
り
代
・
4

井
桁
に
橘
を
以
て
家
紋
と
せ
し
事
は
、
走

れ

E
し
〈
大
型
人
の
御
家
紋
と
合
致
す
る
所
に
し
て
、
大
聖
人
の
御
家
紋

は
共
4

費
公
よ

P
闘
で
た
る
事
は
疑
ふ
録
地
な
き
事
貨
で
あ
る
。
比
の
詳
訟

は
後
に
逮
ぷ
る
が
今
は
次
に
言
ふ
如
き
研
究
の
動
械
を
一
一
言
せ
ん
と
す
る

の
み
で
あ
る
。

共
費
公
初
め
京
よ
り
下
向
し
村
櫛
に
住
居
し
共
保
を
養
子
と
し
て
井
伊

谷
に
城
を
奥
へ
遠
州
の
側
司
た
ら
し
め
、
自
身
は
再
び
村
櫛
に
隠
秘
し
た
。

現
在
井
伊
谷
に
龍
禅
寺
る

p
。
代
キ
の
井
伊
家
の
菩
提
寺
に
し
て
此
虎
に

共
保
公
以
来
の
石
碑
が
あ
る
。
然
れ
共
初
代
共
委
公
の
墳
墓
は
務
調
停
寺
に

は
な
〈
、
井
伊
家
を
初
め
耐
協
調
停
寺
に
於
て
も
其
の
墳
墓
を
捜
し
求
め
て
ゐ

た
が
今
日
迄
毅
見
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
但
し
共
委
公
の
位
牌
の
み

は
井
伊
家
の
御
魂
屋
龍
葎
寺
に
あ

P
、
其
の
法
放
を
信
元
院
殿
前
備
中
守



本
源
道
性
大
居
士
と
言
ふ
以
て
営
時
図
司
た
る
事
が
窺
は
れ
る
の
で
あ
る

然
も
是
が
飽
調
停
寺
に
保
存
せ
ら
る
、
？
も
未
だ
共
資
公
を
以
て
井
伊
家
の
組

と
せ
ず
、
共
保
公
を
以
て
元
祖
な

P
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に

大
正
七
年
初
め
て
共
資
公
墳
墓
の
地
及
び
古
墳
が
漬
松
市
法
雲
寺
住
職
鈴

木
智
精
師
の
献
身
的
努
力
に
よ
P
て
村
櫛
村
に
愛
見
せ
ら
れ
、
穏
酒
伴
寺
に

あ
る
。
営
時
の
文
献
と
一
致
し
此
虞
に
多
年
不
可
解
な
り
し
共
費
公
が
漸

〈
世
に
公
に
せ
ら
れ
ん
と
し
た
。
以
下
述
ぷ
る
が
如
き
理
由
に
よ
り
、
宗

祖
の
御
縁
組
を
共
資
公
と
断
定
し
、
共
委
公
、
共
保
公
二
代
を
中
心
に
村

櫛
、
井
伊
谷
に
於
け
る
諸
古
文
書
を
蒐
集
し
て
、
古
来
の
設
と
比
較
し
、

動
か
ざ
る
詮
擦
を
引
い
て
宗
規
の
御
縁
組
を
共
費
公
也
と
断
定
し
鈴
木
師

が
叶
品
開
年
間
に
於
け
る
苦
心
の
結
晶
た
る
本
研
究
を
此
庭
に
披
源
せ
ん
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

。
宗
祖
俗
姓
に
闘
す
る
御
書

日
蓮
大
型
人
御
事
践
の
研
究
は
、
大
型
人
御
自
身
御
認
め
遊
ば
さ
れ
た

る
御
舎
に
よ
る
事
が
最
も
必
要
で
あ
る
。
然
も
大
翠
人
の
御
一
生
は
共
の

御
遺
文
を
通
じ
て
遺
感
な
〈
後
揮
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
今
言
は
ん
と
す
る
俗

姓
に
関
し
て
は
、
御
遺
文
間
百
像
錆
の
中
殆
ん
ど
語
ら
れ
ず
、
僅
か
に
五

六
ケ
臨
聞
に
窺
は
れ
る
の
み
で
あ
る
。
然
も
此
の
中
一
つ
に
は
御
自
身
を
何

等
肉
絡
な
き
海
惑
の
一
賎
民
自
子
也
。
と
言
へ
る
も
の
と
、
二
つ
に
は
肉

緒
あ
る
名
家
の
末
孫
也
。
と
言
へ
る
も
の
と
の
爾
様
が
あ
る
。
古
来
此
の

大
型
人
の
二
種
の
御
書
に
よ
り
事
者
は
穏
キ
な
る
解
稗
を
加
へ
、
今
日
に

於
て
は
何
故
か
大
型
一
人
の
御
俗
姓
、
御
家
諮
に
関
し
て
は
何
人
も
語
ら
な

日
蓮
上
人
御
系
諮
の
研
究

い
の
で
る
る
。
然
も
其
の
第
二
の
御
家
議
に
欄
す
る
御
香
「
聖
一
人
御
系
図

御
書
」
「
本
門
宗
要
妙
」
を
居
眠
傷
未
決
な
る
も
の
と
し
、
大
翠
人
御
先
胞

を
研
究
す
る
に
最
も
重
要
な
る
是
等
御
書
を
、
何
等
文
献
的
に
考
察
せ
ず

し
て
、
直
ち
に
良
俄
未
決
な
る
も
の
と
し
て
取
扱
ふ
は
品
開
り
に
も
早
計
に

過
ぎ
た
感
が
あ
る
。
「
聖
人
御
系
悶
御
書
」
「
本
門
宗
要
沙
」
の
二
銭
ζ

そ
大

翠
人
の
系
闘
を
研
究
す
る
に
不
可
欠
の
大
商
品
人
御
自
撲
の
文
献
で
あ
る
。

今
爾
様
の
御
蓄
を
出
し
漸
次
是
が
研
究
を
遜
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
佐
渡
御
勘
気
紗
「
日
蓮
は
日
本
図
東
夷
東
保
安
房
岡
山
海
惑
の
協
陀
羅

が
子
也
」
ハ
七
O
己

二
、
佐
渡
御
書
「
悶
慈
今
生
に
は
貧
窮
下
賎
の
者
と
生
れ
、
総
陀
緩
が
家

よ
り
問
た
り
」
ハ
八
三
O

》

三
、
本
律
問
答
紗
「
日
蓮
は
東
海
道
十
五
ケ
図
の
内
第
十
二
に
相
賞
る
安

房
闘
長
狭
郡
東
僚
郷
片
海
の
海
人
の
子
也
」
ハ
一
八
O
ニ
u

四
、
四
位
陣
金
者
防
御
返
事
「
身
の
符
分
は
旦
ら
〈
置
き
ぬ
」
三
九
八
三

五
、
義
無
長
三
議
妙
「
日
蓮
は
安
房
闘
東
僚
片
山
栂
石
中
の
賎
民
が
子
也
。

成
徳
な
く
、
有
徳
の
者
に
非
ず
」
（
六
四
O
J

六
、
妙
法
尼
御
返
事
「
日
蓮
は
日
本
閣
安
田
町
闘
と
申
す
凶
に
生
れ
て
候
ひ

し
が
氏
の
家
よ
り
出
守
、
頭
を
そ
り
袈
裟
を
清
た
り
・
」
（
一
七
七
C）

七
、
中
興
入
遺
書
「
日
蓮
は
中
間
都
の
者
に
も
あ
ら
ず
遜
凶
牌
箪
等
の
子

息
に
も
る
ら
ず
、
逮
闘
の
者
民
が
子
に
て
候
し
か
ぼ
」
（
一
九
一
九
）

と
以
上
七
番
を
奔
す
る
に
、
大
事
人
は
自
ら
の
素
性
を
「
海
人
の
子
也
」
と

言
ひ
叉
「
旗
陀
羅
の
子
也
」
と
言
は
れ
何
等
姓
氏
に
閲
し
て
語
ら
れ
て
ゐ

な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
此
に
問
題
と
な
る
の
は
次
に
掲
「
る
二
書
で
る

二
五
三



日
蓮
上
人
御
系
譜
の
研
究

る
o

今
そ
の
条
文
を
出
さ
ば
、

一
、
聖
人
御
系
闘
御
書
ハ
続
集
二

0
5

ノ

ノ

自
ニ
林
武
一
聞
い
十
五
代
聖
武
天
皇
、
河
内
守
通
行
末
葉
遠
江
貫
名
五
郎

フ

リ

ハ

重
貨
と
一
瓦
ま
で
は
十
一
代
也
。
重
賞
其
子
三
人
有
レ
之
嫡
子
貫
名
仲
大

ハ

ク

ハ

テ

ノ

＝

ヲ

ス

へ

次
男
仲
一
一
一
同
三
男
仲
間
且
克
也
。
依
二
所
領
相
論
一
度
度
上
奏
致
と
云
ど
も

テ

キ

こ

ス

シ

レ

ル

依
レ
無
二
其
下
知
一
合
戦
い
た
し
一
族
を
亡
事
多
レ
之
。
然
問
問
所
安
房
図

ノ

フ

ヘ

シ

ヌ

ノ

東
僚
片
潟
と
一
五
所
被
レ
流
挙
。
次
男
件
三
其
子
日
蓮
是
也
。

文
永
一
冗
年
八
月
十
四
日
日
選
在
御
列

長
享
二
年
成
申
七
月
日
奉
宛
之
六
十
七
日
朝
列

二
、
本
門
宗
要
紗
門
第
二
密
集
一
一
二
）

出
生
の
庭
は
安
房
ノ
園
長
狭
郡
東
保
小
湊
浦
釣
人
権
頭
ノ
子
也
。

弘
安
五
年
七
月
日
日
蓮
在
御
舟

此
の
二
書
は
大
聖
人
御
家
諮
の
研
究
に
は
不
可
欠
の
重
要
な
る
御
替
で
あ

5
0
此
の
二
書
を
除
い
て
は
大
聖
人
御
俗
粧
の
研
究
は
聞
旅
な
い
の
で
あ
る

そ
れ
だ
け
此
の
二
警
の
債
値
は
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
佐
渡
御
勘
気
紗

以
下
七
書
に
は
、
系
闘
に
関
し
て
は
何
等
の
御
記
述
な
〈
、
一
賎
民
の
子
と

言
ふ
に
封
し
、
本
門
宗
要
妙
に
は
釣
人
権
頭
の
子
也
と
言
ふ
。
纏
頭
と
は
公

卿
の
罪
有
ワ
て
左
遷
せ
ら
れ
た
者
は
多
〈
纏
守
と
な
っ
て
ゐ
る
。
敢
に
纏
頭

と
は
縫
守
の
意
味
で
地
位
る
る
流
入
の
意
に
取
る
べ
き
で
あ
る
。
本
門
白
不
要

紗
の
穣
頭
が
地
位
あ
る
人
の
流
入
に
な
っ
た
意
味
と
す
れ
ば
、
聖
人
御
系
腿

御
堂
同
は
正
し
〈
纏
守
の
意
味
を
穀
術
し
て
兵
さ
に
其
の
系
図
に
劃
す
る
説
明

正
見
る
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
鱗
陀
羅
が
子
也
と
言
ひ
、
叉
様
頭
の
子
也
と

言
へ
る
は
甚
だ
し
き
白
話
相
遣
で
あ
る
。
大
型
人
は
何
故
に
か
L

る
自
語
相

二
五
四

還
を
な
し
た
か
と
言
ふ
に
、
前
掲
の
間
続
金
吾
殿
御
返
事
に
る
η
’
し
如
〈

「
身
の
知
日
分
は
旦
ら
く
授
き
ぬ
。
法
華
経
の
方
人
と
し
て
難
を
忍
び
庇
を

曲
家
る
事
は
漢
土
の
天
台
大
師
に
も
越
へ
、
日
域
の
傍
数
大
師
に
も
勝
れ
た

り
o
」
（
一
九
八
六
）
と
仰
せ
ら
れ
た
る
が
如
〈
宗
租
の
本
化
上
行
菩
薩
の
再

誕
た
る
御
白
授
を
以
て
其
の
俗
姓
よ
り
は
む
し
ろ
本
地
の
開
願
法
華
経
の

行
者
と
し
て
の
日
蓮
た
る
事
を
間
明
せ
ん
が
た
め
に
か
く
仰
せ
ら
れ
た
事

長
」
考
へ
ら
る
。
叉
四
姓
平
等
を
説
き
階
級
打
破
を
基
調
と
せ
る
仰
設
な
る

放
に
宗
祖
は
特
に
妓
民
と
か
或
は
旗
陀
羅
と
仰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
勝

陀
援
と
は
印
度
に
於
て
は
首
陀
緩
と
も
言
ひ
、
四
姓
の
中
最
下
級
に
属
す

る
者
提
言
ふ
。

如
斯
大
事
人
は
事
更
に
御
自
身
の
御
俗
姓
を
誇
ら
う
と
せ
ず
賎
民
の
子

と
し
て
甘
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
然
れ
共
後
怜
聖
人
の
御
免
蹴
に
お
し
疑

を
起
す
者
あ
る
を
慮
P
四
百
僚
需
の
中
僅
か
に
二
ケ
所
御
自
身
の
御
系
闘

に
劉
し
語
ら
れ
た
も
の
と
拝
察
す
る
の
で
あ
る
。

即
ち
宗
祖
が
只
「
蹄
陀
協
和
が
子
也
」
o
と
言
ふ
の
み
に
て
「
系
阿
御
香
L
「
本

門
白
川
要
紗
」
を
御
作
製
遊
ば
さ
れ
な
け
れ
ば
、
永
く
日
蓮
大
抱
一
人
は
勝
陀

回
棋
の
子
と
し
て
其
の
御
先
加
に
釣
し
て
何
等
知
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
か
込
る
意
味
に
於
て
間
百
係
筋
の
中
健
か
二
銭
に
其
の
御
俗
姓

を
諮
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
下
御
俗
姓
に
闘
す
る
古
今
の
文
献
を
問
し
て
、

宗
祖
の
御
家
譜
を
研
究
せ
ん
と
す
る
。

。
俗
姓
に
闘
す
る
古
今
の
文
献

一
、
長
旅
寛
正
記

以
上
の
御
自
撰
を
除
い
て
は
長
旅
寛
正
認
が
宗
組
の



系
聞
に
闘
す
る
最
古
の
文
献
で
る
る
。
是
は
長
蔽
四
年
鍋
冠
日
親
訓
告
人
が

京
都
で
糧
放
さ
れ
闘
東
へ
下
向
ず
る
に
蛍
ワ
て
管
領
細
川
勝
一
万
の
舘
で
開

陳
さ
れ
た
時
の
記
録
で
あ
る
。

長
級
四
年
八
月
十
八
日
非
常
の
大
赦
の
行
れ
し
所
に
、
今
度
家
ニ
発
許

一
法
華
の
信
日
親
聖
人
。
本
周
二
下
向
せ
ん
と
て
管
鎖
の
館
に
参
P
今

度
。
御
屈
を
謝
し
、
其
の
次
に
法
撃
の
離
レ
有
法
門
を
談
じ
男
女
を
す

L

め
先
師
日
蓮
房
の
行
肢
を
僻
ス
。
伊
勢
守
貞
親
も
其
の
庖
に
を
は
し

け
る
が
。
次
に
彼
の
宗
の
起
を
尋
ら
る
、
日
親
巾
し
け
る
は
、
き
れ
ば

閉
山
白
蓮
は
日
本
無
双
の
法
華
経
の
行
者
な
れ
ば
、
諸
宗
よ

P
偏
執
り

思
な
し
け
る
に
や
。
其
の
行
放
を
元
享
務
番
に
も
不
レ
被
レ
入
官
同
信
俸

に
も
無
レ
之
。
き
れ
ば
普
〈
其
の
始
を
不
レ
知
故
に
談
多
し
。
俗
姓
は

藤
原
閑
院
ノ
左
大
医
各
嗣
公
の
御
子
良
門
の
二
男
兵
衛
ノ
佐
剥
世
其
の

子
少
納
言
共
良
の
後
胤
也
。
共
良
間
代
の
孫
備
中
守
共
安
京
よ

P
下
向

し
遠
州
村
櫛
に
府
住
す
。
共
費
五
代
の
孫
赤
佐
太
郎
感
直
其
の
一
男
を

井
伊
良
直
、
二
男
を
赤
佐
俊
夜
、
共
の
弟
を
貰
名
政
直
と
鋭
す
。
其
の

政
直
の
孫
に
重
賞
其
の
子
重
忠
。
比
の
重
忠
の
時
伊
勢
平
氏
に
典
力
し

て
安
田
町
閥
長
狭
郡
東
保
片
海
市
向
付
に
彼
ニ
間
流
一
て
関
川
聞
に
生
ず
る

平
今
の
日
蓮
華
人
是
也
。

長
線
問
年
記
翠
減
一
七
九
年

是
れ
は
「
寛
政
重
修
家
詩
」
及
び
「
縦
群
書
類
縦
」
の
井
伊
家
の
家
議

長
』
も
一
致
し
、
又
「
貰
名
氏
系
周
一
」
と
も
合
致
す
る
の
で
あ
る
9

二
、
常
家
宗
国
同
名
白
長
藤
寛
正
記
の
翌
年
期
ち
寛
正
二
年
に
中
山
系

の
本
成
日
貨
の
詑
逮
せ
る
も
の
也
。

日
蓮
上
人
御
系
譜
の
糾
究

尋
テ
一
五
ク
大
型
人
ノ
御
俗
姓
如
何
。
答
日
夕
高
瓢
ノ
御
俗
姓
最
唱
大
切
也
。

自
ニ
榊
武
一
問
十
五
代
室
内
治
二
十
五
年
也
。
其
後
仰
背
骨
天
皇
－
一
譲
位

p

リ

フ

ヨ

リ

ノ

二

ト

ス

ヲ

パ

車
中
レ
暗
闇
給
。
此
天
皇
第
五
王
子
井
徳
親
王
申
御
子
二
人
御
陵
也
。
一
人

勧
血
中
宮
、
一
人
ヲ
パ
鎚
ノ
大
臣
ト
申
也
。
孝
謙
天
皇
ノ
御
一
時
他
闘
ヨ
リ
此
園
ヲ

計
ト
ス
ル
其
時
、
他
凶
ノ
僻
掌
ヲ
パ
ハ
タ
エ
勝
箪
ト
云
也
。
愛
－
一
此
ノ
討
手
ノ
大

勝
ヲ
腿
ノ
大
臣
－
一
仰
セ
給
也
。
比
日
時
三
ニ
図
ト
イ
7

姓
ヲ
給
三
河
内
守
通
行
ト
名

乗
凡
也
。
紳
魯
八
年
丸
月
十
三
日
他
倒
－
一
向
テ
本
憲
ヲ
遂
ヂ
敵
四
方
一
一
散
也
。

ノ

ノ

フ

シ

ト

ル

F
屯

ノ

ノ

ヲ

シ

ル

ヱ

ハ

其
時
勧
賞
思
様
可
レ
成
宜
地
下
身
震
守
護
車
中
ペ
シ
ト
テ
勧
賞
大
図
数
多

斡
也
巾
＝
ヱ
巡
江
閥
ハ
子
孫
迄
ト
御
約
束
也
。
河
内
守
通
行
ノ
末
葉
遠
江
貰

名
五
郎
重
賞
ト
云
7

7

4
ア
ハ
十
一
代
也
。
此
重
賞
其
予
三
人
有
レ
之
嫡

子
ハ
寅
名
仲
太
、
次
男
ハ
仲
コ
一
、
＝
一
男
ハ
仲
間
也
。
所
領
論
程
其
ノ
下

知
ナ
キ
ニ
依
テ
合
戦
ヲ
肉
シ
一
一
族
減
候
。
去
ル
問
第
一
フ
仲
三
ヲ
パ
安
房
園

東
保
ノ
市
判
ト
一
五
7

所
へ
流
シ
暴
ヌ
o

品
川
日
蓮
大
事
人
ハ
此
仲
＝

7
御子＝－一

御
山
由
也
。
依
レ
之
三
岡
遠
江
貫
名
仲
＝

τ綴
岡
ハ
有
レ
之
也
。
此
事
系
岡

御
醤
一
一
円
A
H
2
0

彼
書
能
ク
能
タ
可
レ
奉
レ
習
者
也
。
寛
正
二
年
、
翠
減
一

八

O
Mサ

A
A
れ
「
系
岡
御
書
」
を
致
街
せ
し
も
の
で
あ
る
。

三
、
・
元
組
化
導
詔
行
皐
朝
師
の
遺
作
せ
る
も
の
で
る
る
。

或
詔
＝
一
五
夕
、
其
先
組
ハ
遠
州
ノ
人
、
貫
名
五
郎
重
貸
也
。
平
家
ノ
飢
－
一
安

房
困
へ
彼
目
。
流
。
品
加
盟
士
一
重
賞
二
一
人
子
有
リ
、
長
男
不
レ
知
レ
之
、
次
男
ハ

貫
名
次
郎
重
忠
二
五
人
有
レ
子
、
一
ハ
藤
太
、
一
一
ハ
幼
少
死
玉
へ
日
。
＝
一
h

仲
一
ユ
郎
、
四
ハ
元
瓶
事
人
也
。
五
ハ
藤
平
云
云
文
明
十
年
型
滅
一
九
七
年

間
、
誌
面
讃
永

E
年
中
鎌
倉
妙
法
寺
の
闘
明
海
師
の
著
越
せ
る
も
の
、

一
五
五



日
蓮
上
人
御
系
識
の
研
究

蓮
削
ノ
姓
ハ
三
幽
氏
也
。
父
ハ
遠
州
刺
史
貫
名
重
貸
ノ
次
子
重
忠
也
。
師
ハ

其
第
四
子
、
其
ノ
先
ハ
事
武
皇
帝
之
車
両
也
。
父
ハ
白
二
遠
州
一
定
コ
安
房
園
長

狭
郡
東
僚
郷
片
海
市
河
小
湊
浦
一
成
山
漁
受
↓
母
ハ
清
原
氏
、
認
逮
年
月
未

詳
、
著
者
永
正
七
年
役
、
翠
減
二
二
九
年

五
、
蓮
瓶
家
論

人γ川
河
川
川

H
川
崎
凶
什
岬
団
い
ぽ
晴
ハ
川
清
川
団
同

U

一－
1
高
藤

同
仲
直
は
げ
怯
門
直
H
快晴ハ一

一
線
帝
ノ
御
宇
遠
州
井
伊
谷
－
一
有
一
J

八
幡
宮
一
其
瑞
簸
之
傍
－
一
有
づ
神
間
一
共

ノ
岡
ノ
遜
コ
有
引

n

御
手
洗
井
一
神
主
正
月
朔
且
一
一
枇
参
シ
而
〆
泡
サ
一
其
井
漫
一

時
二
一
赤
子
見
山
在
づ
井
ノ
中
一
一
則
取
テ
親
日
－
一
之
ヲ
形
容
端
正
一
一
y

限
精
明

塗

t’
神
主
驚
歎
J
F

謂
ク
非
ゴ
ト
尋
常
之
人
一
二
逐
一
一
懐
－
一
メ
録
ユ
子
家
一
一
一
鞠
ニ
育

ス
ル
ー
之
イ
猶
一
一
賀
子
一
比
ゴ
七
オ
一
一
共
受
聞
テ
而
篤
W
奇
ト
遂
－
一
養
一
ア
銭
…
一
子
ト

以一一
J

北
ハ
ノ
女
4
妻
ス
之
－
一
十
五
オ
ノ
時
加
テ
一
克
服
ヲ
臼
J

共
保
ト
人
口
同
組
倫
オ

－

レ

ニ

ニ

M
H
謀
略
殆
F
如
w紳
ノ
撫
3
人
民
一
成
問
敵
ヲ
軍
功
許
多
而
勇
名
冠
一
J

リ
時
世

一
図
民
信
ニ
敬
〆
之
イ
而
途
－
一
怨
コ
図
之
後
嗣
↓
故
銭
ユ
藤
氏
↓
以
一
U

其
ノ
出
－
一

生
ス
ル
ヲ
子
井
ノ
巾
一
一
以
げ
井
ヲ
儒
家
鋭
亦
以
一
J

弁
桁
斗
銭
三
本
紋
↓
初
メ
出
生

ノ
時
井
ノ
逸
ニ
有
二
度
橘
一
一
朝
一
神
主
費
Y

橘
ノ
紋
ヲ
産
衣
一
途
一
一
相
ヒ
偉
一
ア

以
♂
橘
ノ
形

1
3衣
服
之
紋
↓
御
手
洗
今
猶
ヲ
存
y
有
川
之

ハ
国
ぽ
い
同
団
川
崎
池
い
暗
躍
川
崎
直
1
1
俊
直
｜
鴻
直
l
t
政
直

U

一
｜
｜
行
直

l
1・
重
賞

l
重
忠
｜
日
蓮

「
直
文

二
五
六

六
、
貫
名
氏
系
闘
小
減
誕
生
寺
什
賓

ー
湯
ー
は
片
岡
川
崎
沖
峰
崎
以
降

U

J
1武
智
麿

一
！
房
前

l
良
栃

l
内
陸

l
冬
樹
｜
寸
忠
仁
公

「
良
門
利
某
！
定
方
川
川
一

打
四
川
い
団
団
ハ
晴
晴
什
同
悔
い
嶋
崎
い
共
即
時
e
l
共
家

l
共
直
」

「

惟

富

盛

直

l
l良
直

下
後
直

一
｜
政
直

1
1，
直
行
｜
」

一
｜
直
友
一

草
食

堂重
忠臣｛

該当理羊重
王

玄丸死政

隣藤
平太

七
、
本
化
別
涙
高
加
俸

俗
姓
ハ
者
藤
原
氏
世
々
食
ム
二
子
遠
州
貫
名
ノ
郷
一
議
ヲ
レ
事
績
多
シ
肉
テ
以

テ
ニ
貫
名
ヲ
一
同
庁
プ
レ
之
ヲ
父
貫
名
氏
重
忠
建
仁
三
年
美
亥
奥

f
一
伊
勢
不
氏

一
一
向
叛
ク
途
－
一
箆
ル
ニ
房
洲
小
湊
浦
一
母
ハ
清
原
氏
建
二
四
男
児
一
一
長
男
重
政

次
者
夫
シ
ヌ
次
者
高
制
相
次
者
重
文
也
。
享
保
第
五
庚
子
之
秋
八
十
三
翁

日
符
書

八
、
本
化
高
純
年
諮

大
士
姓
ハ
藤
原
其
ノ
先
問
郎
対
諮
ハ
政
直
ナ
ル
者
会
ム
二
邑
ヲ
遠
州
貫
名
一
凶



以
ニ
貫
名
一
氏
ト
ス
署
向
。
四
郎
君
曾
孫
次
郎
君
諒
ハ
重
忠
。
地
宜
レ
事
嫡
サ
ル
ニ

子
房
州
長
純
郡
一
。
健
立
、
玄
得

丸
、
別
頭
統
訪

冬
嗣

I
2
1」
階
戸
川
円
宮
（
間
代
）
i
盛
直
l

」

一1
4
1良
直

下
俊
広

一l
政
直

l
重
賞

l
重

忠

日

蓮

十
、
薩
培
時
停

遠
州
貫
名
玉
虫ii
重
貸

I I 
重 早
忠世

藤日 f中早藤

平 蓮 良I＞世太

十
一
、
井
伊
家
之
系
闘

天
御
中
主
傘

l
天
見
屋
根
命
｜
鎌
足

l
淡
海
公
不
比
等
l
l
u

r－
武
智
麿

一
｜
良
門
I
4
1
利
基

一
高
藤

一
定
方

「
利
世

i
共
良

l
良
春
｜
良
宗
｜
共
資
｜
共
保

U

「
共
家

l
共
直

l
憐
直
｜
盛
直

1
1良
直

8
2

一
俊
直
＋
揮
を

「
l

政
直
、

EU｜
行

直

重

賞

l
一

日
蓮
上
人
御
系
議
の
研
究

「
1
早
世

一l
重
忠
l
斗
｜
藤
太
重
政

一
仲
三
軍
仲

一
日
蓮

一
｜
藤
卒
意
文

十
二
、
日
蓮
大
士
異
質
俸
小
川
泰
堂

世
正
、
ト
コ

E
J
l嵩
H
p
t、
是
｜
士
、
民

l
t、
足
｜

t、
Z
I
l－

－

l
i
l
i－
－

－

－

－

l
i
l
i－
－

－

1
1
1
1－
－

－

－

1
1
1
1
1
1
L
 

「
｜
｜
怜
直
｜
盛
直

1
1良
直

一
俊
直

「
政
古
田
｜
四
郎
行
直
｜
重
貸

1
1早
世

丁
寧
忠
｜
｜
玄
政

一
早
世

一
重
仲

一
日
蓮

－
｜
重
友

十
三
、
日
蓮
聖
人
正
俸
本
多
日
生
著

そ
う
し
て
父
が
設
で
あ
ワ
た
か
と
言
ふ
に
、
即
ち
貫
名
重
忠
、
母
は
清

原
氏
と
申
す
る
の
で
あ

P
ま
す
が
梅
菊
女
と
申
し
た
と
俸
へ
ら
れ
て
居

る
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
貫
名
は
ど
う
い
ふ
人
勺
あ
っ
た
か
と
い
ふ
に

ζ

れ
は
遠
江
貫
名
と
い
ふ
所
の
領
主
で
あ
り
ま
し
た
が
鎌
倉
の
北
僚
の

怒
に
鯛
れ
て
房
州
の
方
に
流
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

十
四
、
日
蓮
事
人
時
停
問
中
智
皐
逮

二
五
七



日
蓮
上
人
御
系
譜
の
研
究

日
本
凶
安
房
邦
は
長
狭
の
郡
東
北
陣
の
郷
市
河
村
と
い
ふ
海
演
に
故
あ
り

て
配
流
の
身
と
な
P
し
擦
頭
重
忠
の
一
子
と
し
て
、
こ
の
東
海
の
遠
隔

な
る
一
漁
村
に
啄
キ
の
揮
を
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
聖
一
父
重
忠
は
貫

名
氏
、
本
姓
は
三
凶
に
し
て
翠
武
天
皇
の
後
商
、
母
は
清
原
氏
名
は
梅

菊
と
申
す
。

十
五
、
日
蓮
翠
人
の
研
究
巻
一
山
川
知
日
腹

山
川
博
士
は
犬
訓
告
人
御
先
耐
に
謝
し
て
は
何
等
断
案
を
下
し
て
ゐ
な
い

「
我
年
は
史
的
に
は
何
れ
と
も
定
め
な
い
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
ゐ
る
、

目
下
研
究
中
で
具
体
的
褒
表
は
し
て
ゐ
な
い
様
で
あ
る
。

次
に
博
士
の
日
蓮
虫
干
人
俸
十
議
に
は
、

遠
江
の
質
名
氏
は
藤
原
氏
で
、
房
前
の
後
十
一
世
備
巾
守
共
交
が
一
線

帝
の
豆
腐
の
初
め
遠
州
村
櫛
に
位
し
て
ゐ
た
が
子
が
な
い
の
で
井
伊
耕

一
枇
に
折
っ
て
子
を
求
め
た
。
或
る
叫
吋
神
井
の
巾
か
ら
小
児
の
波
撃
が
し

た
の
で
共
の
子
号
拾
っ
て
養
子
と
し
、
北
ハ
保
と
名
け
た
、
共
の
井
の
傍

に
橘
が
あ
ワ
た
か
ら
、
よ
ワ
て
共
保
以
来
井
桁
ー
と
橘
と
を
家
紋
と
し
井

伊
氏
と
稲
し
た
。
共
保
か
ら
六
世
の
政
直
が
山
名
郡
甘
H

名
に
住
し
て
初

め
て
貫
名
を
姓
し
た
。
政
直
か
ら
又
問
世
に
し
て
骨
阜
市
山
に
至
っ
た
。
其

れ
散
重
山
芯
公
は
大
職
冠
鎌
足
か
ら
サ
一
一
世
の
孫
だ
と
い
ふ
。

問
中
先
生
は
三
間
氏
だ
と
骨
一
H

ふ
の
に
針
し
、
山
川
博
士
は
藤
原
氏
を
取
っ

て
ゐ
る
。
問
じ
閥
法
舎
で
も
か
う
契
っ
て
ゐ
る
。
故
に
此
の
判
定
は
非
常

に
困
難
で
あ
る
。

十
五
、
上
行
一
舟
誕
諭
藤
岡
文
哲
著

日
蓮
型
一
人
は
綾
姓
人
が
筋
陀
羅
で
あ
る
か
ら
上
行
の
化
身
で
は
な
い
と

二
五
八

昔
日
ふ
か
も
知
れ
な
い
が
、
其
頃
ζ

そ
御
父
君
事
に
座
し
て
東
僚
郡
に
流

入
の
身
と
は
な
ら
せ
給
へ

Y
」
も
、
世
が
世
な
ら
ば
遠
江
守
の
家
柄
に
て

ま
し
ま
せ
し
也
。
議
系
は
大
戦
冠
鎌
足
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
大
型
人
御
俗
姓
に
闘
す
る
代
表
的
な
も
の
を
翠
げ
た
の
で

あ
る
。
此
の
中
其
の
内
容
に
隠
っ
て
分
類
す
れ
ば
大
体
三
類
に
分
ワ
事
が

出
来
る
。

一
、
系
岡
御
書
宗
旨
名
目
設
茜
讃
、
同
率
俸

白
神
武
四
十
五
代
｜
孝
謙

l
井
徳
親
玉
川
川
〕

問
中
智
皐

一－
1
勧
拳
宮

一
！
随
大
臣

l
（
九
代
）

i
重
賞
｜
寸
1
仲
大

一
仲
コ
一
日
蓮

－11
中
a

用↓
1
l
 

二
、
長
持
限
定
正
記
蓮
紐
家
諮
蓮
公
行
扶
小
湾
系
岡
高
租
俸
別

頭

統

記

年

諮
良

貸
出

時
山

川
科

膝
藤

岡
文

哲
井

伊

家

系

闘

μ門
市
凶
け
ば
い
ほ
門
主

U

一
｜
｜
（
間
代
）
｜
盛
直
」
良
直

一
俊
直

一
政
直

一
二
、
化
導
記
隆
坦
略
侍
本
多
日
生

遠
州
賀
名
五
郎
重
賞
！
翠
忠
」
藤
太

一

早

世

一
仲
三
郎

一

日

蓮

一

藤

卒



第
一
類
は
三
岡
氏
を
以
て
先
制
と
す
る
に
欝
し
第
二
類
は
藤
原
氏
を
以

て
先
祖
と
し
て
ゐ
る
。
第
三
類
は
只
貰
名
氏
と
言
ふ
の
み
に
し
て
其
れ
以

前
に
は
何
等
ふ
れ
て
ゐ
な
い
。
第
一
類
の
中
井
伊
家
の
系
闘
の
み
藤
原
鎌

足
よ

P
八
代
の
孫
共
良
が
三
岡
氏
を
名
乗
っ
た
と
言
ふ
o
若
し
共
良
が
三

岡
氏
と
す
れ
ば
其
の
三
岡
氏
は
藤
原
の
三
図
氏
で
あ
る
。
此
の
三
闘
氏
と

第
一
類
に
言
ふ
三
岡
氏
と
の
欄
係
如
何
と
言
ふ
に
其
れ
は
下
に
惑
ベ
る
事

に
す
る
。
今
は
只
文
献
を
列
事
ナ
る
に
止
め
て
お
〈
。

。
文
献

検

討

の

前
に
掲
げ
た
る
文
献
の
中
、
宗
組
の
御
自
撰
は
「
系
岡
御
害
」
「
本
門

宗
要
紗
」
の
ご
第
に
し
て
其
の
他
は
、
後
世
門
下
に
よ

P
て
此
の
二
番
を

殻
街
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
高
純
の
御
家
詩
を
研
究
せ
ん
止
す
れ

ば
此
の
二
書
を
根
本
史
料
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
古
来
此
の

一
一
書
は
由
民
俗
未
決
な
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
何
故
に
良
俄
未

決
な
目
と
せ
ら
れ
た
か
と
言
ふ
に
、
古
来
の
設
を
綜
合
す
る
に
、

、】Jイ
前
に
抄
出
せ
と
善
無
長
三
世
概
紗
以
下
の
諸
御
蓄
に
「
賎
民
の
子
」

r
k
 

と
い
ひ
「
脇
陀
羅
が
子
」
と
い
は
れ
た
の
に
謝
し
僚
P
に
甚
だ
し
き
白
語

相
惑
で
あ
る
。

、z
Jロ

聖
人
は
善
に
つ
け
悪
に
づ
け
、
卒
砲
に
自
己
を
諾
ら
る
L
方
で
あ

r
L
 

る
か
ら
、
恭
し
此
の
書
の
如
き
由
緒
あ
る
姓
氏
の
出
身
な
れ
ば
、
た
と
ひ

と
れ
を
得
意
気
に
諮
ら
る
L

の
で
な
い
ま
で
も
何
ん
と
か
言
及
さ
れ
る
の

が
聖
人
ら
し
〈
思
は
れ
る
、
然
る
に
二
番
に
見
る
が
如
き
姓
氏
家
諮
に
関

す
る
記
述
は
絶
て
な
い
。
在
、

日
蓮
上
人
御
系
譜
の
研
究

是
は
確
に
自
語
相
違
に
は
違
ひ
な
い
が
、
前
に
も
一
号
一
回
せ
る
如
〈
、
若

し
宗
肌
御
自
身
守
「
脇
陀
羅
が
子
」
と
い
ふ
の
み
で
そ
の
俗
姓
に
闘
し
て

二
百
も
仰
せ
遊
ば
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
宗
組
は
長
〈
「
脆
陀
羅
の

子
」
と
し
て
そ
の
姓
氏
に
闘
す
る
事
は
知
ら
れ
な
か
づ
た
の
で
あ
る
。
宗

組
御
自
身
と
し
て
は
、
姓
氏
家
諮
等
は
、
何
等
問
題
で
は
な
〈
、
「
互
の
門

守
の
犬
二
疋
候
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
程
で
あ
る
が
、
後
世
の
人
、
共
の
姓

氏
に
関
し
て
疑
念
を
起
す
事
あ
る
を
慮

p
、
四
百
余
第
の
中
僅
か
に
二
ケ

所
姓
氏
に
闘
し
で
仰
せ
遊
ほ
さ
れ
た
も
の
と
拝
察
す
る
の
で
あ
る
。

、ノハ
俗
撲
の
定
評
る
る
ニ
書
を
除
い
て
は
、
長
旅
寛
正
年
代
以
前
に
は

f

、

護
人
の
姓
氏
に
閲
す
る
文
献
は
一
つ
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
然
る
に
大
型
一

人
御
臨
終
の
「
御
遺
物
帳
」
（
日
興
上
人
筆
）
に
は
「
安
房
岡
藤
平
」
と
あ

p
。
此
の
事
に
つ
い
て
は
、
山
川
博
士
は
、

藤
太
藤
平
な
ど
L
遇
税
す
る
所
に
よ
れ
ば
藤
原
氏
で
あ
っ
た
と
す
る
の

が
正
常
の
様
だ
。

と
既
に
宗
祖
御
旅
世
中
に
も
姓
氏
に
闘
闘
す
る
と
と
の
あ
っ
た
の
は
事
貨
で

あ
る
。、BJニ

三
岡
氏
の
瓶
先
を
禦
武
夫
泉
に
係
け
て
ゐ
る
が
、
定
訟
に
従
へ
ば

r

’、
線
鶴
天
皇
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
必
ず
し
も
綴
緯
天
皇
系
の
＝
一
同

氏
の
み
が
三
岡
氏
で
あ
る
と
は
言
は
れ
な
い
。
今
言
ふ
三
闘
氏
と
は
、
鎌

足
よ

P
八
代
目
共
良
が
初
め
て
三
岡
氏
と
な
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
河
内
守
・
通

行
と
は
共
良
の
異
名
で
あ
っ
た
事
は
井
伊
家
の
系
凶
に
よ
っ
て
切
で
あ
る

故
に
三
岡
氏
と
は
藤
原
氏
よ
P
問
た
る
一
一
一
同
氏
で
＆
っ
て
線
鶴
天
皇
系
の

三
岡
氏
で
は
な
い
。

二
五
九



日
蓮
上
人
御
系
識
の
研
究

、J九
円
孝
謙
天
皇
の
御
代
、
異
闘
の
来
冠
を
退
治
し
た
随
の
大
臣
が
三
岡

氏
の
純
で
あ
る
と
言
ふ
事
も
、
そ
れ
が
河
内
守
通
行
だ
と
言
ふ
事
も
廃
史

上
明
で
な
い
。
藤
原
共
良
が
三
闘
の
組
に
し
て
、
共
良
が
河
内
守
遡
行
で

あ
る
か
ら
、
異
闘
の
来
鴛
を
退
治
し
た
胞
の
大
臣
と
は
共
良
の
異
名
で
あ

っ
た
ら
う
。

以
上
の
如
〈
検
討
し
来
る
時
、
斑
ち
に
此
の
二
番
を
農
傷
未
決
な
り
と

ず
る
の
は
早
計
に
失
す
る
。
寄
人
は
以
上
の
ご
書
を
御
自
撲
と
列
定
し
て

研
究
を
遜
め
て
行
き
た
い
。
本
門
宗
婆
紗
の
纏
頭
と
は
纏
守
の
意
味
で
、

公
卿
の
罪
る
ワ
て
左
遷
せ
ら
れ
た
者
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
問
中
先
生
も
、

「
纏
販
の
重
忠
の
一
子
と
し
て
」
、
と
何
の
疑
念
も
は
さ
ま
ず
民
銀
と
見
な

し
て
ゐ
る
。

滅
後
初
め
て
現
れ
た
の
は
『
長
旅
寛
正
記
』
ハ
一
七
き
で
あ
る
a
是
に
は

其
の
先
を
藤
原
氏
な

P
と
言
ひ
、
其
の
翌
年
一
八

O
年
に
は
「
宗
旨
名
目
」

が
出
て
ゐ
る
。
固
定
は
「
系
闘
曲
押
書
」
を
愈
街
せ
る
も
の
に
し
て
、
其
の
先

を
一
一
一
岡
氏
と
し
て
ゐ
る
。
儲
か
一
年
の
差
で
、
藤
原
氏
と
、
三
一
関
氏
の
相

還
が
る
る
。
以
て
今
日
迄
多
〈
の
血
中
者
に
よ

P
、
或
は
藤
原
氏
な

P
と
言

ひ
、
或
は
三
岡
氏
な

P
と
言
は
れ
て
定
設
が
な
い
。
故
に
後
人
其
の
何
れ

が
震
な
る
か
、
宗
瓶
の
御
先
砲
は
何
氏
な
る
か
、
今
日
迄
明
で
な
か
ワ
た
。

前
に
文
献
の
会
部
を
出
し
た
か
ら
今
は
何
敢
に
か
込
る
爾
様
の
設
を
出
し

た
か
と
検
討
し
結
論
に
建
す
る
。
系
岡
御
書
系
統
で
は
三
岡
氏
を
以
て
先

と
し
、
長
誠
寛
正
記
系
統
で
は
藤
原
氏
を
以
て
其
の
先
と
し
て
ゐ
る
。
玉

滞
の
境
持
院
日
通
附
は
、
師
一
一
流
の
濁
創
的
解
緯
を
試
て
、

貫
名
氏
は
一
元
来
三
岡
氏
で
る
っ
た
が
、
井
伊
盛
直
の
三
男
政
直
が
遠
州

二
六

O

の
貫
名
氏
を
継
い
だ
か
ら
藤
原
氏
と
な
っ
た
。

と
言
っ
て
ゐ
る
。
然
し
井
伊
政
直
は
自
ら
貫
名
に
下
っ
て
貫
名
氏
の
胞
と

な
っ
て
ゐ
て
、
貫
名
氏
を
緩
い
だ
の
で
は
な
い
。
「
系
闘
御
書
」
「
長
藤
寛

正
詑
」
系
統
も
共
に
貫
名
氏
で
あ
る
事
は
異
義
が
な
い
。
侭
そ
の
先
が
藤

原
氏
で
あ
る
か
＝
一
岡
氏
で
あ
る
か
の
棉
濯
で
あ
る
。
然
ら
ば
此
の
藤
原
民

主
三
岡
氏
と
の
関
係
如
何
と
言
ふ
に
、
大
職
冠
鎌
足
よ

P
八
代
目
共
良
が

三
岡
氏
の
瓢
と
な
ワ
て
ゐ
る
。
此
の
共
良
は
、
翠
武
天
皇
の
王
子
弁
徳
親

王
の
御
子
胞
の
大
臣
即
ち
河
内
守
通
行
の
事
で
、
共
良
は
じ
め
英
国
来
遣

の
時
、
三
閣
の
姓
を
賜
ひ
、
是
を
退
治
し
て
後
、
藤
原
氏
を
縫
い
だ
か
ら

藤
原
氏
の
系
統
で
然
も
コ
一
岡
氏
と
名
乗
っ
た
の
で
る
る
。
共
良
は
藤
原
氏

の
系
闘
の
中
に
入
っ
て
ゐ
な
い
。
と
れ
は
以
上
の
如
き
理
由
か
ら
で
あ
る

7

共
良
以
前
は
系
闘
に
載
っ
て
ゐ
る
。
共
良
の
時
は
じ
め
て
遠
江
を
賜
ひ
、

良
春
、
良
宗
と
三
代
京
都
に
あ
ワ
て
＝
一
闘
を
名
乗

p
、
共
費
に
至
っ
て
初

め
て
遠
江
に
下
向
し
、
政
直
の
時
貫
名
に
位
し
た
の
で
あ
る
。
「
系
岡
御

書
」
に
、

白
ニ
紳
武
一
閃
十
五
代
、
現
武
天
皇
、
河
内
守
通
行
ノ
末
葉
遠
州
貫
名
五

。。。

郎
重
貸
主
一
瓦
ふ
迄
は
十
一
代
也
。

在
、
今
「
貫
名
氏
系
闘
」
「
井
伊
氏
系
闘
」
に
よ
る
に
、

踊

蕗

臨

＝

一

闘

ノ

温

三

闘

三

岡

畠

睡

眠

＃

伊

符

伊

鎌
足
！
一
（
七
代
）

l
共
良

l
良
春

l
良
宗
｜
共
費

i
共
保

l
共
家
」

共
_j在益
面1iii 
1位
置

盛

j~（~ 
i伊

政
直ー

♂ 
寸軍曹
代重4

食

。。。

共
向
島
よ

P
重
賞
ま
で
は
十
一
代
で
る
る
。
故
に
「
系
岡
御
書
」
系
統
も



「
長
疎
官
泊
五
記
」
系
統
も
そ
の
内
容
は
異
ら
な
い
の
で
あ
る
。
今
言
ふ
三
岡

氏
は
線
鶴
天
皇
の
三
岡
氏
に
非
ず
し
て
、
藤
原
氏
よ
り
出
で
た
る
一
一
一
同
氏

主
見
る
の
が
賞
然
で
あ
る
。
共
良
以
来
井
伊
氏
に
至
る
も
、
或
は
藤
原
氏

を
名
乗

P
、
或
は
三
岡
氏
を
名
乗
ワ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
か
〈
見
る
時
其

の
先
を
藤
原
氏
と
言
ふ
も
三
岡
氏
と
言
ふ
も
何
等
異
る
所
は
な
い
の
で
あ

る。

。
御
雨
親
の
人
格
I
C
姓
氏
に
就

τ

聖
人
御
白
撲
で
は
絶
て
系
闘
や
父
母
の
御
身
分
は
一
言
も
仰
せ
ら
れ
て

ゐ
な
い
。
重
人
が
代
弁
漁
夫
の
子
で
あ
ら
う
が
武
士
の
後
で
あ
ら
う
が

聖
人
自
身
に
取
ワ
て
は
何
等
関
係
が
な
い
。
但
し
優
生
血
中
上
、
心
開
隼

上
ど
う
も
翠
人
程
の
大
人
絡
が
何
等
の
遺
侍
な
く
家
庭
の
彰
響
な
く
し

て
由
来
よ
う
と
は
思
は
れ
な
い
。

と
山
川
博
士
は
言
ワ
て
ゐ
る
。
聖
人
は
御
雨
親
に
罰
し
て
は
一
一
一
一
日
も
仰
せ

ら
れ
て
ゐ
な
い
。
敢
に
御
議
文
を
創
作
讃
し
て
御
雨
親
が
如
何
な
る
人
で
あ

っ
た
か
は
知
る
前
が
な
い
。
後
世
あ
れ
科
ま
で
の
恵
一
人
を
産
み
出
し
た
る

父
母
が
普
通
の
海
遠
の
賎
民
で
あ
ら
う
と
は
想
像
さ
れ
な
い
事
で
あ
る
。

古
来
の
英
雄
偉
人
と
言
は
る
込
人
は
必
ず
爾
親
の
感
化
、
家
庭
の
影
響
を

受
け
た
も
の
で
あ
る
。
古
来
の
宗
門
人
は
「
施
陀
羅
が
子
」
「
賎
民
の
子
」

と
仰
せ
ら
れ
た
の
に
執
し
、
優
生
皐
上
、
家
庭
教
育
上
の
重
要
な
る
事
を

認
め
乍
ら
も
姓
氏
に
闘
す
る
研
究
を
等
閣
に
附
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
備

キ
研
究
す
る
人
あ
る
も
只
軍
に
漁
夫
の
子
と
し
て
簡
単
に
片
付
げ
て
ゐ
る

大
現
人
四
百
儀
篤
の
中
至
る
所
に
「
漁
夫
の
子
」
と
あ
っ
て
其
の
姓
氏
を

白
蓮
上
人
御
系
議
の
研
究

仰
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
僅
か
に
ニ
ケ
所
に
過
ぎ
な
い
。
之
は
何
故
で
あ
っ

た
か
と
言
ふ
に
、
古
来
名
借
旧
智
識
と
一
一
日
一
は
る
L

人
身
は
多
〈
名
家
よ
り
出

で
、
即
ち
権
門
を
利
用
し
て
宗
旨
を
弘
め
た
が
、
日
蓮
聖
人
は
是
主
反
針

に
、
あ
〈
迄
法
華
経
の
精
一
柳
に
裳
き
上
行
者
薩
の
再
誕
と
し
て
不
惜
身
命

法
禁
経
を
弘
認
せ
ら
れ
た
か
ら
、
そ
の
本
地
に
重
き
を
資
き
俗
姓
は
仰
せ

ら
れ
な
か
っ
た
と
忠
ふ
。
大
禦
人
は
大
法
の
前
に
は
王
位
す
ら
も
の

t
致

、
と
も
せ
ず
、

健
か
の
小
島
の
長
円
六
二
五
）

と
言
ひ
関
白
以
下
の
公
】
卿
を

長
な
ん
ど
に
つ
か
へ
ん
も
の

E
も
ハ
同
〉

と
呼
ぴ
源
平
二
家
の
武
将
を

王
の
門
出
寸
の
犬
二
疋
候
ハ
一
九
一
四
】

と
大
法
弘
遁
の
上
か
ら
言
へ
ば
其
の
先
が
藤
原
氏
で
あ
ら
う
が
、
何
等
大

型
（
人
御
自
身
に
は
闘
し
な
い
の
で
あ
る
。

又
次
の
如
〈
に
考
へ
ら
れ
る
。

一
、
開
宗
以
来
門
下
糟
越
に
針
す
る
迫
害
は
日
毎
に
滑
っ
て
ゐ
る
。
若

し
も
父
母
の
御
名
を
出
し
て
、
御
爾
親
に
迄
迫
害
を
及
ぼ
し
て
は
な
ら
ぬ

と
言
ふ
孝
心
か
ら
で
は
な
か
ら
う
か
。

二
、
宗
剥
が
門
下
又
は
主
な
る
開
方
に
御
書
を
御
輿
へ
遊
ば
さ
る
誌
に

際
し
て
は
大
捷
御
自
身
の
御
爾
親
の
姓
名
は
御
承
知
で
あ
、
b
う
と
御
察
し

に
な
っ
て
特
に
御
名
を
附
さ
な
か
っ
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

一
一
一
、
御
爾
親
は
領
家
の
尼
御
前
と
は
特
に
親
し
〈
交
際
し
て
居
ら
れ
た

穂
、
由
緒
あ
る
大
名
の
末
で
あ
る
か
ら
、
宗
瓢
折
伏
の
反
容
で
御
悩
親
の

一ー
ム，、



日
蓮
上
人
御
系
譜
の
研
究

御
放
発
が
後
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
考
へ
か
ら
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

何
れ
に
し
て
も
宗
組
は
賎
民
の
子
で
る
ら
う
が
、
由
緒
あ
る
名
家
の
末

で
あ
ら
う
が
御
自
身
は
闘
心
を
持
っ
て
居
ら
れ
な
か
っ
た
事
と
思
ふ
。
然

し
乍
ら
現
人
の
流
を
汲
む
吾
人
が
、
宗
組
の
御
俗
姓
が
何
ん
で
あ
る
か
、

御
雨
殺
が
如
何
な
る
人
で
あ
っ
た
か
を
研
究
す
る
事
は
、
大
事
人
の
致
事

を
研
究
し
、
宗
門
史
を
研
究
す
る
の
と
同
様
に
重
大
な
意
義
が
存
す
る
も

の
と
息
ふ
。

日
蓮
聖
一
人
十
講
に
、

父
上
は
遠
州
の
武
士
貫
名
氏
で
安
房
に
滅
さ
れ
た
人
だ
と
か
、
母
上
は

下
線
の
郷
土
大
野
氏
で
清
原
氏
だ
と
か
、
品
目
谷
、
宮
木
等
の
人
々
は
親

戚
で
あ
っ
た
と
い
ふ
俸
設
が
む
し
ろ
事
貨
に
近
い
ξ
認
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
ζ

で
停
設
に
よ
る
左
翼
人
の
父
貰
名
窓
忠
殿
に
は
、
五
人

の
子
息
が
あ
っ
て
聖
人
は
其
の
第
三
又
は
第
四
の
御
子
で
あ
る
と
な
っ

て
ゐ
る
。
共
の
第
阿
と
雪
一
一
ふ
設
が
有
力
で
あ
る
、
即
ち
方
の
週
目
、

重

J忠

重 日重莱霊

友蓮仲 i政

藤 f中天藤
卒三 死太

るれ2f.詑是
のほなすは
が藤どる「
琵原、所井
常 民遜で伊
ので稀あ家
＇＼＂あする系
うつる。闘
だた所藤」

主に太等
すよ藤に

ζ

の
中
重
政
、
重
仲
の
爾
人
の
こ
と
は
知
れ
な
い
が
、
藤
平
と
名
乗
れ

た
方
の
あ
っ
た
事
は
、
池
上
本
門
寺
に
現
存
せ
る
禦
人
御
臨
終
の
「
御

遺
物
帳
」
の
中
に
切
に
安
房
岡
藤
平
と
書
れ
で
あ
る
事
費
に
よ
ワ
て
誼

擁
立
て
ら
れ
る
。

一一占J、

ム
』
山
川
博
士
も
一
際
姓
氏
設
を
否
定
し
て
ゐ
る
が
再
臆
貫
名
氏
藤
原
氏
を

以
ワ
て
其
の
先
な

P
と
言
。
て
ゐ
る
。
か
〈
宗
門
人
は
姓
氏
設
を
採
用
す

る
に
は
す
る
が
、
選
ん
で
そ
れ
を
研
究
せ
ん
と
す
る
人
が
・
少
な
い
の
で
あ

る
。
否
殆
ん
ど
皆
無
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
。
是
は
先
に
言
へ
る
如
〈
文
献

の
少
な
い
事
と
、
本
地
に
重
き
を
置
き
た
る
結
果
と
思
ふ
。
山
川
崎
博
士
は

闘
の
下
に
附
記
せ
る
如
〈
藤
大
、
藤
卒
を
遇
税
す
る
所
を
見
れ
ば
、
藤
原

氏
な

B
と
。
更
に
次
に
併
し
之
は
境
持
院
日
通
の
設
を
奉
げ
た
に
よ
れ
ば

さ
し
っ
か
へ
な
い
諜
明
－
あ
る
。
と
、
宗
祖
は
貫
名
氏
の
問
で
、
更
に
貫
名

氏
は
藤
原
氏
の
後
商
な

P
と
断
定
し
て
ゐ
る
の
で
ち
る
。

。
共
資
下
向
と
政
直
貫
名
へ
居
住

長
線
寛
正
認
に
日
〈

共
良
の
後
胤
也
。
共
氏
四
代
の
孫
備
中
守
共
安
京
よ
り
下
向
し
、
始
め

て
遠
州
村
櫛
に
屑
位
す
。

遠
江
風
土
認
に
日
〈

O
志
都
古
滅
。
在
ニ
南
之
崎
二
一
広
志
常
三
郎
者
築
君
。
古
老
日
夕
九
脇
陣

殿
御
内
備
巾
守
共
費
者
一
一
保
院
御
宇
延
暦
年
間
＝
来
二
倫
命
一
領
一
一
知
遠

江
困
一
住
ニ
北
披
一
（
又
住
ニ
痢
江
一
）
寛
弘
七
年
正
月
朔
日
、
一
子
備
中

守
共
保
生
二
千
引
佐
郡
井
伊
一
同
年
共
資
移
ニ
井
伊
城
一
一
向
鴛
ニ
古
城
一
又

寛
弘
七
年
務
減
。

良
質
俸
に
日
〈

鎌
足
よ

P
十
二
代
の
正
荷
備
中
守
共
安
正
暦
の
元
年
夏
の
頃
京
都
を
去

っ
て
、
遠
江
岡
村
締
と
言
へ
る
塁
に
住
居
せ
し
に
、



日
蓮
翠
人
体
十
議
に

備
中
守
共
資
が
一
日
係
院
の
五
暦
の
初
め
遠
州
村
櫛
に
位
し
て
ゐ
た
。

井
伊
家
の
系
阿
に
日
〈

的
時
日
人
皇
六
十
六
代
一
線
院
御
宇
疋
暦
年
中
天
勅
共
交
始
下
遠
江
数
智

郡
村
儲
之
郷
而
居
城
誠
地
之
荘
間
基
一
一
一
了
今
在
之
名
城
山
巡
検
遠
江
一
闘

而
執
中
之
政
務
也
。
村
櫛
之
郷
去
井
伊
谷
一
ニ
塁
。

骨
川
家
白
川
回
同
名
目
に
日
く

巾
に
遠
江
岡
は
子
孫
迄
と
約
束
也
。

宗
旨
名
目
に
よ
る
に
、
共
良
の
時
異
国
聞
の
来
涯
を
退
治
し
て
其
の
功
旭
町

に
よ
り
遠
江
を
賜
ひ
た
る
事
切
で
あ
る
。
然
る
に
下
向
の
年
月
は
認
さ
れ

ず
、
支
配
訟
に
共
交
の
時
下
向
し
て
初
め
て
村
櫛
に
位
し
た
曹
と
し
て
あ
る

即
ち
共
良
の
坊
労
に
よ
り
遠
江
共
の
他
の
岡
・
4

を
賜
ひ
、
間
代
白
の
共
資

の
時
下
向
し
て
村
櫛
に
居
住
し
た
の
で
あ
る
。
共
交
は
「
九
依
家
の
公
家
」

と
あ
る
所
か
ら
見
れ
ば
、
藤
原
氏
で
も
九
佼
家
の
出
で
あ
る
様
で
あ
る
。

人
皇
六
十
六
代
一
保
天
皇
の
御
字
、
遠
江
の
図
司
と
し
て
正
暦
一
足
年
六
月

下
向
し
て
村
櫛
に
住
居
し
た
の
で
あ
る
。
正
暦
元
年
は
皇
紀
一
六
五

O
年

鎌
足
公
よ

P
コ
二
二
年
後
共
良
よ
り
約
二
百
五
十
年
後
に
賞
P
、
今
よ
り

九
四
五
年
前
に
詰
る
の
で
あ
る
。
共
交
迄
京
都
に
あ
っ
て
三
闘
を
名
乗

P

共
交
の
時
又
元
の
藤
原
の
挑
を
名
乗
り
、
赴
任
し
た
の
℃
あ
る
。

穏
湾
寺
古
切
に

遠
州
十
二
郡
駿
コ
一
に
て
三
郡
を
領
す
。

と
あ
れ
ば
遠
州
の
み
で
な
〈
、
駿
州
内
三
河
の
雨
凶
に
も
何
程
か
の
領
地
が

あ
ワ
た
様
で
あ
る
。

白
蓮
上
人
御
系
譜
の
餅
究

下
向
せ
る
共
交
が
村
衡
に
城
を
築
き
之
を
志
津
城
と
名
付
け
た
。
現
在

共
の
城
祉
を
志
津
古
城
と
縛
す
る
は
、
共
安
此
の
城
に
住
し
、
嫡
子
が
な

か
ワ
た
の
で
、
井
伊
谷
八
嶋
宮
に
祈
誓
を
凝
し
一
子
を
符
共
保
と
名
付
け

た
。
共
保
に
井
伊
谷
械
を
輿
へ
、
共
資
は
村
岡
脚
に
隠
棲
し
て
井
伊
械
を
新

城
と
名
付
け
、
村
一
駒
を
古
城
と
解
し
た
の
で
る
る
。
共
交
の
下
向
せ
る
年

代
は
明
な
る
も
、
共
交
と
は
如
何
な
る
人
で
あ
ワ
た
か
は
一
切
不
明
で
あ

っ
た
。
然
も
下
向
年
齢
さ
へ
明
で
な
か
っ
た
。
初
め
共
交
が
下
向
し
て
村

阿
世
に
居
住
し
て
ゐ
た
事
は
何
人
も
疑
ふ
品
開
地
の
な
い
事
で
あ
る
。
而
し
て

其
の
地
に
披
を
築
き
志
津
竣
と
棺
惜
し
子
孫
の
居
城
と
定
め
た
の
で
る
る
。

共
資
下
向
し
て
サ
一
年
目
に
共
保
を
得
、
共
保
が
成
人
し
て
井
伊
谷
城
を

之
に
奥
へ
円
身
は
村
櫛
に
隠
棲
し
た
。
此
の
時
共
保
は
少
〈
と
も
二
十
銭

前
後
と
忍
は
れ
る
。
き
れ
ば
此
の
間
間
十
余
年
が
あ
り
、
爾
後
共
交
五
六

年
に
し
て
逝
去
し
た
と
思
は
れ
る
。
故
に
共
資
は
村
櫛
に
位
す
る
事
関
十

五
年
で
あ
ら
う
。
若
し
共
交
が
長
命
し
て
七
十
五
六
歳
迄
生
き
た
と
す
れ

ば
下
向
営
時
三
十
歳
前
後
と
考
へ
ら
れ
る
。
一
一
一
十
歳
位
で
な
け
れ
ば
闘
司

と
し
て
赴
任
し
て
来
る
筈
が
な
い
。
か
く
考
察
す
る
時
共
交
は
三
十
歳
前

後
で
遠
州
に
下
り
在
住
四
十
余
平
に
し
て
年
七
十
五
六
の
時
逝
去
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
此
の
時
養
子
の
共
保
は
廿
五
六
歳
位
で
あ
っ
た
ら
う
。
而
し

て
下
向
笛
時
奥
方
の
有
無
に
就
て
も
金
〈
知
る
肉
が
な
い
。
然
れ
共
後
見

さ
れ
た
墳
墓
を
見
る
に
二
例
の
カ
ロ
ー
ト
ウ
よ
り
成
れ
る
を
見
れ
ば
其
れ
が

夫
人
の
墓
に
し
て
夫
人
の
有
ワ
た
事
は
事
貨
で
あ
る
。
現
在
夫
人
に
就
い

て
知
る
文
献
侍
設
の
な
い
所
を
え
れ
ば
京
都
か
ら
来
た
事
と
思
ふ
。
ご
人

の
間
に
は
女
子
の
み
で
男
子
な
〈
、
後
縫
者
に
就
き
共
資
は
非
常
に
苦
心

一一六



日
蓮
上
人
御
系
譜
の
研
究

し
た
様
子
で
あ
る
。
隣
村
井
伊
谷
の
氏
神
、
自
身
の
守
護
神
た
る
八
幡
宮
に

祈
願
を
凝
し
、
毎
年
五
月
元
且
に
は
自
身
参
山
押
す
る
事
と
し
て
ゐ
た
。
下

向
後
サ
一
年
制
に
例
年
の
湿
り
参
鮮
を
済
せ
石
段
を
下
ら
ん
と
し
た
時
、

石
垣
の
傍
井
戸
の
巾
に
赤
見
の
泣
卑
が
開
へ
之
れ
一
利
の
奥
へ
と
喜
び
跨
P

成
長
し
て
自
分
の
女
を
・
似
せ
て
後
目
と
し
共
保
と
名
乗
ら
せ
出
世
の
因
縁

に
同
ん
で
井
筒
と
橘
の
紋
所
を
奥
へ
た
の
官
、
あ
る
。
此
の
共
岨
怖
を

mwた
時

一
歳
の
設
と
三
歳
の
設
と
七
歳
の
設
と
が
あ
る
。
又
拾
主
に
し
て
も
、
共

交
が
拾
っ
た
の
と
神
主
が
拾
っ
た
の
と
爾
様
が
あ
る
。
先
ず
共
保
の
怒
去

は
寛
治
七
年
＝
一
月
廿
日
で
皇
紀
一
七
五
三
年
で
八
十
四
歳
で
あ
っ
た
か
ら

其
の
誕
生
は
一
六
七

O
年
寛
弘
七
年
と
な
る
。
然
れ
共
正
月
一
冗
且
に
生
れ

た
も
の
を
直
戸
、
捨
て
様
佐
官
が
な
い
。
故
に
二
歳
以
上
で
あ
ワ
た
と
思
は
れ

る
。
古
来
何
れ
も
共
保
の
誕
生
を
寛
弘
七
年
正
月
元
且
と
し
た
の
は
、
共

繋
が
拾
う
た
の
を
以
て
誕
生
と
し
た
の
で
あ
る
。
事
貨
は
寛
弘
七
年
正
月

一
光
且
よ
り
先
で
、
恐
ら
〈
生
後
何
ヶ
月
か
を
過
ぎ
て
ゐ
た
も
の
と
思
ふ
。

叉
拾
主
に
し
て
も
共
資
自
身
と
紳
主
と
の
爾
様
が
あ
る
。
又
養
育
し
た

る
者
も
抱
一
禅
寺
の
寺
中
に
居
た
野
津
だ
と
言
ふ
設
と
神
主
西
尾
纏
守
共
房

だ
と
言
ふ
設
と
の
雨
方
が
あ
る
。
然
も
爾
家
と
も
現
存
し
井
伊
家
の
系
闘

を
一
ホ
賓
と
し
て
ゐ
る
。
西
尾
氏
の
如
き
は
現
主
を
西
尾
常
吉
と
言
ひ
近
年

系
闘
を
提
へ
井
伊
家
に
申
肉
た
と
の
事
で
る
る
。
是
等
の
設
を
綜
合
す
る

に
寛
弘
七
年
正
月
一
克
且
、
共
条
例
年
の
通
り
神
前
に
新
誓
を
凝
し
、
紳
主

及
び
家
来
と
共
に
退
枇
せ
ん
と
し
た
時
、
井
戸
の
傍
に
捨
て
ら
れ
て
ゐ
た

赤
児
を
拾
ひ
上
げ
、
之
れ
天
の
奥
へ
と
喜
び
然
も
未
だ
如
何
な
る
赤
見
な

る
か
知
れ
ぬ
た
め
、
暫
〈
神
主
に
預
け
成
長
し
て
一
闘
を
任
る
器
な
ら
ば

二
六
阿

我
が
子
と
せ
ん
と
1
た
も
の
で
、
此
の
紳
主
が
凶
尾
権
守
で
あ
目
、
而
し

て
神
主
は
此
の
赤
児
を
我
子
と
し
て
自
身
で
は
養
育
不
可
能
な
た
め
野
湾

民
を
し
て
授
乳
せ
し
め
た
の
で
る
る
。
而
し
て
七
歳
に
な
る
に
及
ん
で
、
天

性
明
敏
な

D
し
た
め
共
委
是
を
引
き
取
目
、
爾
後
其
の
女
を
嫁
ナ
迄
養
育

し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
放
に
西
尾
家
並
に
野
津
家
共
に
共
保
の
養
育
係
で

あ
ワ
で
、
井
伊
家
の
系
闘
を
所
持
し
て
ゐ
る
事
も
何
の
不
思
議
も
な
い
。

共
保
成
長
し
て
其
の
女
を
嫁
せ
し
時
、
共
資
は
阪
に
七
十
前
後
で
あ

D

共
保
に
井
伊
谷
新
日
棋
を
護
P
、
自
身
は
村
勝
に
隠
出
向
せ
ら
れ
て
余
生
を
訟

づ
た
の
で
あ
る
。
R

定
は
現
主
西
尾
常
吉
氏
の
井
伊
家
の
系
闘
の
巾
に
常
時

の
有
様
が
無
一
吉
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
其
の
主
な
る
所
を
抄
出
す
る
に
、

陥
落
被
遊
候
者
也

と
あ
る
。
西
尾
家
に
於
て
は
共
費
は
寓
事
を
共
保
に
譲
P
、
京
都
に
お
弱

P
に
な
っ
た
も
の
と
の
み
考
へ
て
ゐ
た
。
故
に
共
委
は
京
都
に
が
て
逝
去

遊
ば
さ
れ
た
も
の
と
の
み
考
へ
ら
れ
た
。
然
る
に
是
が
若
し
も
京
都
に
お

。

。

。

。

降
り
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
隠
浴
と
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
蹄
落
と
あ

る
ほ
京
都
に
’
煽
っ
た
に
非
ず
し
て
、
何
虎
か
に
一
円
ぴ
隠
っ
た
に
港
ひ
な
い

共
交
初
め
村
櫛
に
佐
し
、
共
保
の
頃
か
ら
井
伊
谷
に
移
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
蹄
洛
こ
そ
宮
内
事
を
共
保
に
議

p
、
自
分
は
忠
ひ
出
深
き
村
櫛
に
隠
棲
さ

れ
た
も
の
と
見
る
の
が
営
然
で
あ
る
。

古
来
今
の
墳
昔
話
地
を
お
山
塚
と
呼
び
、
是
を
隼
崇
し
て
ゐ
る
所
を
見
れ

ば
、
共
資
は
必
ず
村
櫛
に
陽
P
此
慮
で
飴
生
を
怠
り
莞
去
の
後
城
の
裏
山

で
あ
る
現
地
に
葬
ワ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
共
資
が
世
に
現
れ
な
か
ワ

た
原
因
は
此
の
「
畑
町
落
被
遊
候
也
」
と
言
へ
る
の
を
京
都
と
の
み
解
せ
ら



れ
た
結
岨
端
で
あ
っ
た
。
お
山
田
搬
に
葬
む
ら
れ
た
る
共
資
は
、
只
位
牌
の
み

井
伊
谷
の
地
蔵
寺
（
今
の
諮
湾
寺
〉
に
安
賞
さ
れ
、
年
の
経
過
と
共
に
忘

れ
ら
れ
や
が
て
積
墓
地
も
何
庭
と
も
知
れ
な
〈
九
百
年
の
今
日
に
及
ん
だ

の
で
る
る
。
共
交
の
寂
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
七
月
一
日
に
莞
去
さ
れ
た

事
は
礎
調
印
寺
の
記
事
に
よ
っ
て
切
で
あ
る
。
現
に
共
資
の
墳
墓
地
を
後
見

せ
る
潰
松
市
法
雲
寺
鈴
木
師
は
其
の
日
を
卜
し
御
山
塚
と
法
雲
寺
と
の
雨

所
に
盛
大
な
る
供
養
祭
を
米
行
し
て
ゐ
る
。
是
れ
日
蓮
翠
人
の
泌
を
汲
む

宗
門
人
と
し
て
常
然
の
義
務
で
あ
り
乍
ら
九
百
五
十
年
己
来
未
曾
有
の
事

で
附
を
以
て
鳴
矢
と
す
る
。

初
め
共
資
女
子
の
み
で
男
子
な
〈
其
の
後
綴
に
苦
心
し
八
幡
枇
に
祈
願

を
凝
し
た
事
は
己
に
遺
た
所
で
あ
る
。
八
幡
祉
は
常
時
八
幡
山
地
蔵
寺
と

四
惜
し
八
幡
批
と
地
蔵
寺
と
合
併
さ
れ
て
ゐ
た
。
本
館
は
行
基
諮
問
薩
自
作
の

地
諸
問
菩
薩
を
安
置
し
三
論
宗
で
あ
っ
た
。
現
在
の
穏
津
寺
は
常
時
の
八
幡

祉
の
一
部
古
は
庚
大
な
る
境
内
と
寺
銭
が
あ
っ
た
。
現
在
の
井
伊
谷
宮
及

び
龍
湿
寺
一
帯
が
官
時
の
境
内
で
あ
っ
た
、
後
世
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
宗

良
親
玉
武
運
利
な
く
元
中
二
年
八
月
十
日
井
伊
城
に
莞
去
遜
ば
さ
れ
、
井

伊
谷
宮
と
し
て
祉
を
浩
替
す
る
に
常
P
、
八
幡
祉
を
制
き
、
又
明
治
維
新

神
保
別
離
せ
ら
る
、
に
際
し
、
八
幡
祉
は
村
の
西
北
に
惨
さ
れ
、
語
調
停
寺

の
み
残
っ
た
。
然
も
共
交
以
来
九
百
余
年
を
終
前
後
数
回
の
火
災
の
た
め

官
時
の
膚
影
を
処
す
も
の
は
只
出
生
の
井
あ
る
の
み
で
あ
る
。
然
も
井
は

寺
の
門
前
約
一
町
の
同
の
中
に
あ
り
、
高
さ
三
尺
、
縦
横
五
尺
の
井
桁
に

組
み
、
傍
に
橘
の
木
が
あ
り
、
共
受
賞
時
が
努
臨
時
と
し
て
思
ひ
曲
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

日
蓮
上
人
御
系
譜
の
餅
究

井
伊
谷
曲
師
潔
守
は
井
伊
家
代
々
の
菩
提
寺
に
し
て
、
其
の
御
魂
屋
に
は

井
伊
代
キ
の
御
位
牌
が
安
置
し
て
あ
る
。
井
伊
家
に
於
て
は
、
共
保
を
必

組
と
し
て
ゐ
る
。
然
し
事
貨
は
共
資
を
以
て
元
組
と
な
ナ
べ
き
で
は
な
か

ら
う
か
。
共
保
を
元
祖
と
し
共
資
を
忘
れ
ら
れ
た
の
は
、
間
企
の
凶
縁
に

よ
p
自
ら
井
伊
を
名
乗
っ
た
事
と
、
又
一
一
間
共
資
の
墳
墓
の
不
明
だ
っ
た

と
に
起
凶
す
る
の
で
あ
る
‘
共
交
は
村
婦
に
居
住
し
、
共
保
は
専
ら
井
伊

谷
に
住
し
た
。
共
保
の
子
共
家
は
、
村
蹄
円
、
及
び
井
伊
谷
の
爾
城
に
往
し
、

共
の
子
共
一
位
は
村
岡
脚
に
、
共
症
の
子
盛
首
は
専
ら
井
伊
谷
に
在
減
し
て
ゐ

た
。
共
保
よ
り
盛
山
に
至
る
問
は
或
は
村
櫛
に
或
は
井
伊
谷
に
位
し
て
ゐ

た
。
盛
山
か
ら
後
は
村
櫛
に
住
せ
ず
、
専
ら
井
伊
谷
に
住
し
た
の
で
あ
る
。

盛
直
に
問
人
の
子
が
あ

p
、
長
子
は
早
世
し
、
二
男
は
井
伊
二
郎
と
稀

し
、
井
伊
大
代
を
継
ぎ
、
一
一
一
男
は
赤
佐
三
郎
と
稀
し
て
、
赤
佐
の
家
を
起

し
て
同
郷
総
尾
に
住
し
て
ゐ
た
。
問
男
は
貫
名
問
郎
と
稀
し
、
貫
名
に
下

っ
て
貫
名
家
を
起
し
て
ゐ
る
。
此
の
事
は
龍
湾
寺
の
古
認
の
中
に
記
し
で

あ
る
。
共
炎
、
共
保
は
失
は
れ
て
知
れ
ぬ
が
、
共
家
よ

P
以
後
は
明
阪
で

る
る
。

共

古

車従
五
位
下
井
伊
備
中
次
郎
後
遺
江
守
二
補
任
す
、
大
戦
冠
十
四
代
、
期
河

院
御
宇
永
長
丙
子
年
信
州
脊
谷
へ
問
陣
。
得
勝
利
繍
ニ
正
五
位
下
一

法
披
清
涼
院
殿
前
遠
州
太
守
享
元
良
蓮
大
居
士

寂

七

月

一

日

共
庄原

五
位
下
井
伊
遠
江
崎
惜
守
初
名
二
九
郎
一

一
一
六
五



日
蓮
上
人
御
系
譜
の
桝
究

法
裁
定
守
院
殿
前
遠
州
太
守
機
国
軍
柿
闘
大
尉
士

寂
九
月
＝
一
日

惟
直井

伊
九
郎
後
二
新
太
夫
共
直
ノ
山
本
嫡
也

法
統
聖
心
院
殿
畑
山
漢
知
H
良
大
居
士

一
寂
十
月
十
五
日

盛
山従

五
位
下
井
伊
新
太
夫

法
銃
玄
峰
院
殿
行
同
四
閉
柑
省
大
鳥
士

寂
五
月
十
四
日

良
直井

伊
次
郎
感
泣
ノ
次
男
也

法
銃
描
厳
院
殿
本
心
元
選
大
居
士

寂

七

月

八

日

俊
也赤

佐
三
郎
盛
直
ノ
三
男
也
奥
山
ノ
胤

法
統
盛
也
両
院
殿
閑
隠
清
休
大
居
士

寂
承
一
冗
一
一
一
年
七
月
一
日

政
直貫

名
四
郎
盛
庇
ノ
四
男
也
貫
名
ノ
城
主

右
に
よ
る
に
、
一
一
一
代
共
直
迄
は
法
放
に
前
議
州
大
守
を
付
し
て
ゐ
る
。

是
を
以
て
も
遠
州
の
図
司
た
る
事
は
明
僚
で
あ
る
。
間
代
以
後
は
H
X
を
用

ひ
て
ゐ
な
い
。
凶
に
共
突
は

一・4

ム，、
ム，、

法
裁
信
一
五
院
殿
前
備
中
守
本
源
遺
性
大
居
士

殺

七

月

一

日

共
保法

就
白
押
印
院
殿
前
備
中
太
守
行
輝
円
以
明
大
居
士

殺
寛
治
七
年
三
月
サ
日
八
十
四

で
あ
る
。
共
保
以
来
十
一
代
迄
は
年
代
が
記
し
て
な
い
。
故
に
此
の
間
の

年
代
は
知
る
事
が
出
来
な
い
が
、
但
赤
佐
俊
広
の
み
が
承
一
万
三
年
七
月
一

日
と
記
し
て
ゐ
る
。
政
箇
に
至
つ
て
は
貫
名
の
城
主
と
あ
る
の
み
で
会
〈

知
る
由
が
な
い
。
感
自
の
三
男
俊
広
が
赤
佐
一
一
一
郎
と
稀
し
横
尾
に
住
し
、
承

元
三
年
逝
去
し
て
ゐ
る
、
承
元
三
年
は
息
紀
一
八
六
九
年
で
村
櫛
下
向
か

ら
二
一
九
年
後
で
あ
る
。
俊
市
川
の
弟
政
直
が
貫
名
に
下
っ
た
事
は
明
で
あ

る
が
其
の
年
代
に
歪
つ
て
は
一
切
不
明
で
あ
る
。
遠
州
賞
名
山
妙
日
寺
は

政
直
が
住
せ
し
嘗
跡
な
り
ξ
言
ふ
。
然
も
妙
日
寺
に
於
て
も
、
政
直
が
貰

名
に
性
せ
し
年
代
も
、
其
の
逝
去
の
年
も
一
切
切
で
な
い
。
然
れ
共
余
今

回
龍
禅
寺
に
於
て
政
直
の
兄
後
況
の
逝
去
の
年
月
を
知
る
事
を
得
て
、
政

直
が
貫
名
に
下
り
し
年
代
を
、
俊
広
の
逝
去
の
年
代
よ
り
推
し
て
、
ー
だ
を

知
る
市
す
が
出
来
た
。
却
ち
奥
山
鶴
認
に
日
〈
、

元
副
胆
俊
直
、
赤
佐
三
郎
、
墓
所
世
間
尾
村
、
法
裁

大
居
士
、
寂
承
一
冗
コ
一
年
己
己
七
月
朔
日

一
一
代
共
俊
、
赤
佐
左
衛
門
、
墓
横
尾
村
、
法
鋭

大
居
士
、
寂
寛
元
問
内
午
年
五
月
初
三
日

一
一
一
代
共
明
、
墓
所
横
尾

問
代
朝
出
師
、
奥
山
正
法
守

盛
由
両
院
殿
関
院
清
休

法
了
院
殿
大
道
義
徹



五
代
奥
山
六
郎
、
奥
山
正
法
寺

又
井
伊
古
詑
に
日
〈
、

赤
佐
、
井
伊
谷
郷
横
尾
村
に
あ

P
、
赤
佐
三
郎
俊
古
住
居
の
地
、
日
開
－
敷

跡
也
。
塚
に
榊
ノ
木
あ
り
。
赤
佐
三
郎
様
と
曾
崇
し
、
九
月
九
日
今
に

祭
る
。

主
、
横
尾
村
に
悶
カ
文
彦
と
言
へ
る
者
あ
り
、
立
（
の
先
を
闘
力
文
右
衛
門

と
呼
ぴ
、
代
キ
横
尾
に
佐
し
此
の
赤
佐
の
塚
を
守
る
と
、
古
は
書
物
、
古

万
、
古
器
等
あ
れ
ど
次
第
に
紛
失
し
、
今
は
古
万
を
一
本
家
賓
と
し
て
ゐ

る
の
み
。
寒
地
に
は
現
ホ
榊
は
枯
れ
、
代
り
に
雨
天
が
六
七
本
被
HJ
、
問

問
は
桑
畑
と
な
っ
て
ゐ
る
。
闘
力
家
に
聴
け
ば
、
詳
し
き
事
は
年
と
共
に

恐
れ
ら
れ
た
。
と
、

そ
の
赤
佐
三
郎
俊
山
胞
の
逝
去
し
た
、
承
元
三
年
泉
紀
一
八
六
九
年
か
ら

推
し
て
、
此
の
俊
庇
が
八
十
歳
伎
で
逝
去
し
た
と
す
れ
ば
、
恐
ら
〈
世
間
尾

村
に
赤
佐
を
名
乗
っ
て
井
伊
よ
り
別
家
し
た
の
は
其
れ
か
ら
五
十
五
年
位

前
か
六
十
年
位
前
と
考
へ
ら
れ
る
c
二
十
歳
で
横
尾
に
下
ワ
た
と
す
れ
ば
、

一
八

O
九
年
と
な
る
。
政
直
は
此
の
後
班
の
弟
で
あ
る
か
ら
そ
れ
か
ら
一
、

ご
年
後
の
事
は
確
で
あ
る
。
放
に
政
直
が
井
伊
家
か
ら
別
れ
て
貫
名
に
下

っ
た
の
は
恐
ら
〈
、
向
望
。
紀
一
八
一

O
年
前
後
と
見
る
事
が
問
来
る
。
然
し

て
其
の
時
政
直
は
二
十
歳
前
後
で
あ
ら
う
。
故
に
政
府
が
貫
名
に
別
れ
る

迄
、
共
委
下
向
よ
り
約
百
六
十
年
後
と
い
ふ
事
に
な
る
。
是
か
ら
建
仁
三

年
五
月
七
日
重
忠
が
小
湊
に
流
罪
に
な
る
迄
貫
名
に
住
し
て
ゐ
た
事
に
な

る
。
建
仁
三
年
は
皇
紀
一
八
六
一
二
年
で
あ
る
か
ら
、
五
十
一

4

一
年
間
政
府
、

行
肉
、
市
一
賞
、
重
忠
の
四
代
が
貫
名
に
位
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
（
未
完
）

日
蓮
上
人
御
系
譜
の
研
究

縁 i
畳）

濁
墨
田
置
一
皐

a＝日

E
E

－－B

L
H
H吋I
 
’m－
 
散

史

口
能
祭
が
自
慢
な
ら
ば
悪
筆
も
自
慢
で
あ
ら
う
。
阿
呆
が
不
具

な
ら
天
オ
も
不
具
で
あ
る
。

口
縦
横
に
裂
き
易
い
紙
は
良
直
に
切
り
掛
知
い
。

口
戦
は
ん
と
し
て
敵
の
な
い
こ
と
は
哀
慾
で
あ
る
。

門
一
一
祭
ぴ
も
事
業
も
そ
の
人
の
人
生
の
色
彩
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ぞ
れ
が
そ
の
人
の
総
て
で
あ
る
な
ら
憐
む
べ
き
だ
。
あ
L

！

円
愛
人
の
前
で
常
に
紳
士
で
あ
る
男
は
、
紳
士
に
な
り
す
ま
せ

る
裏
面
を
持
っ
て
居
る
。

口
疑
う
の
は
信
じ
た
い
が
鏡
で
あ
る
。

口
諦
め
よ
う
止
は
諦
め
切
ら
ぬ
人
間
の
努
力
で
あ
る
。
忘
れ
よ

う
と
は
新
な
る
把
握
で
あ
る
。

口

自

己

苦

互

背

祭

わ
張
〈
引
か
れ
愛
荒
に
悶
へ
乍
ら
反
抗
し
綬
け
な
〈
て
は
な
ら

む
相
手
が
あ
る
時
が
あ
る
。
時
と
し
て
は
反
抗
そ
の
も
の
が

愛
着
の
別
表
現
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

口
石
火
光
中
争
長
波
町
間
幾
何
光
陰
山
崎
牛
角
上
較
雌
諭
雄
許
大
世

回
介
鳴
閉
口
不
笑
者
交
痴
人
鰍

二
六
七


